
Kitamura Welfare Office 

HK Welfare
info@kitawel.com

 

成年後見人等受任で見えてきたこと 
(後見信託の適用拡大と”ぱあとなあ”会員について) 2/3 

8/13/2017 

北村社会福祉士事務所 

代表 北村弘之 

 

前回と同様、社会福祉士として「成年後見人等」の受任で見えてきた課題についてです。 

 

課題 2. 後見信託の適用拡大と利用促進 

 

私の場合、被後見人等 7名のうち、生活保護者３名(預貯金は当然少ない)の他、４名は預貯

金額数百万円以上ある人です。当然、銀行等に全て預けて管理していますが、通帳等は自宅の

簡易金庫に保管している状態です。これは随時出し入れの必要があるからです。私にとって、こ

の自宅での保管は、盗難や紛失等に遭うのではないかという精神的負担が相当大きいのが現状

です。また、後見人個人で管理しているので、いざ後見人が病気等になった際に必要なお金が

スムーズに支払いできない場合が考えられます。(但し、多くの支払いは自動振替扱いになって

います) 

そこで、多額の預貯金がある場合は、「後見信託」を専門職にも適用してほしいのです。 

後見信託とは、下図にあるように、被後見人の預貯金等を信託銀行に預け、必要な額(日常的

に利用する)を定期的に、被後見人の預貯金口座に振り込むというものです。現在家庭裁判所の

判断では、親族後見人を対象に、かつ数百万円以上の預貯金のある被後見人が対象となって

いるようですが、我々専門職にも適用を拡大して、精神的な負担から解消を図ってもらいたいも

のです。 

 

 

 

課題 3. ぱあとなあ会員としての課題 

  

 ぱあとなあ会員は日本社会福祉士会会員の中で、後見業務研修を受けた会員で構成されて

おり、全国で 6,888名が名簿に登録されています。うち 4,700名が実際に後見人等を受任してい

ます。我々、社会福祉士に求められる強みは、「福祉的」な要素つまり、医療や介護の必要な人
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への支援です。そのため基本的な前提は、ソーシャールワークを実践できる人なので、どうしても

現業職場(福祉施設等)で活躍されている人が多いのです。つまり弁護士や司法書士の個人(法

人)事務所の形態とは異なり、社会福祉士(ぱあとなあ)の多くは、福祉施設や公務員等で勤務し

ながら後見人としての業務を遂行しているのです。 

ですから、4,700名のうち、後見等の一人当たりの受任件数は 1～2件が全体の 57%を占めてい

るのです。一人ひとりの力を合し後見業務を遂行することは大切ですが、今後増大するであろう

被後見人に対応するためには、ぱあとなあ会員、団体組織として「法人事務所」の方向検討が必

要ではないでしょうか。 

他にも、いくつかの「ぱあとなあ会員」としての課題がありますので下図に挙げてみました。 

 (数字は、日本社会福祉士会 HP 2016/1月時点の集計数字) 
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